
富山市ふるさと納税返礼品協力事業者募集要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用し、特色ある地域資源や地元特産品等のＰＲ、地

場産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、市外在住の寄附者に対して商品やサービス（以

下「返礼品」という。）を提供するにあたり、返礼品を提供する法人、団体又は個人事業者（以

下「協力事業者」という。）を募集するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（募集要件） 

第２条 市が募集する協力事業者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）各種法令を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団、若しくはそれらの利益となる活動を行う者又は同法第２条第６号に規定

するものが役員就任や経営関与等を行っている法人等でないこと。 

（３）富山市税を滞納していないこと。 

２ 市が募集する返礼品は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）市の魅力を発信し、交流人口の拡大や地域産業の振興につながる要素をもつ商品等である

こと。 

（２）市内で生産、製造又は加工されているもの、市内の原材料を使用しているもの、市内で提

供されているサービスのいずれかに該当していること。 

（３）品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、期間限定・数量限定で供

給可能なものは取り扱うこととする。 

（４）飲食物の場合は、寄附者に商品到着後原則５日以上の賞味（消費）期限が保証されている

こと。 

（５）宿泊券・食事券等のサービスの提供等の場合は、寄附者を記名したうえで、原則有効期限

が発行日から１年間以上であること。 

（６）返礼品取りまとめ事業者指定の宅配業者により配送が可能な商品等であること。 

（７）総務省が示す「地場産品基準」（別紙１）を満たす商品等であること。 

 

（返礼品の費用及び負担） 

第３条 返礼品に対する市の負担額は寄附金額の３割以下とする。なお、返礼品の価格には消費

税を含むものとする。また、送料及び配送に要する費用についても市が負担する。 

 

（協力事業者として登録されることの効果） 

第４条 協力事業者として登録されたものは、以下の効果を得ることができる。 

（１）ふるさと納税ポータルサイトの本市のページに返礼品の画像、商品名、事業者名等を掲載。 

 



（２）返礼品を発送する際の自社の商品カタログ、チラシ等の同梱。ただし、協力事業者による

自社の商品カタログ、チラシ等の送付は、返礼品発送時の同梱に限り、商品のみの場合と送

料が変動しない範囲とする。 

（３）市がふるさと納税の広報活動を行う中で、必要に応じてその他の媒体に情報提供する場合

がある。 

 

（返礼品のとりまとめ） 

第５条 市は、効率的な運営、返礼品の手配、寄附者データの適正管理、苦情対応に万全を期す

ため、返礼品における取扱業務全般を事業者に委託する。 

 

（その他の留意事項） 

第６条 協力事業者は、市及び寄附者から提供された個人情報を「富山市個人情報保護条例」及

び関係法令を遵守し、適正に取り扱うこと。 

２ 返礼品の決定は、市が行う。 

３ 協力事業者の登録を希望する場合は、「富山市ふるさと納税返礼品協力事業者登録申込書兼

市税納付状況確認同意書」（別紙２）を市に提出すること。 

４ 返礼品は、寄附者より申込時に選択された場合に提供を依頼するものであるため、選択され

ない場合があることを、あらかじめ了承すること。 

５ 登録した返礼品を変更・辞退しようとする場合は、事前に返礼品取りまとめ事業者に連絡す

ること。 

６ 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努め、内

容について返礼品取りまとめ事業者に必ず報告すること。なお、品質等による保証や、クレー

ム対応については、市は一切の責任を負わない。 

７ 市は、協力事業者及び返礼品が本要綱第２条に定める要件に適合しなくなったと認める場合

は、その登録を取り消すことができる。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

   

 

 

   

 



別紙１ 

「地場産品基準」（平成３１年総務省告示第１７９号より抜粋。令和４年総務省告示第２０３号

及び令和５年総務省告示第２４４号により一部改正。） 

 

第５条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第２項第２号及び第３１４条の７

第２項第２号に規定する総務大臣第が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各

号のいずれかに該当するもの（当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるため

に提供するものを含む。）であることとする。 

１ 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。 

２ 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであるこ

と。 

３ 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行

うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成

又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産され

たものを原材料とするものに限ることとする。 

４ 返礼品等を提供する市区町村又は特別区（以下この号及び第８号において「市区町村」と

いう。）の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において

生産されたものと混在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）

であること。 

５ 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッ

ズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の

返礼品等であることが明白なものであること。 

６ 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであ

って、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。 

７ 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役

務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。 

７の２ 当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。 

８ 次のいずれかに該当する返礼品等であること。 

イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のい

ずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの 

ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の

区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通

の返礼品等とするもの 

ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認

識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品

等とするもの 

９ 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことによ

り、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供するこ

とができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものである

こと 

 



別紙２ 
年  月  日 

 
 
（宛先）富山市長 

 
 
 

富山市ふるさと納税返礼品協力事業者登録申込書 
兼市税納付状況確認同意書 

 
 

富山市ふるさと納税返礼品協力事業者募集要綱に基づき、次のとおり協力事業者 
としての登録を申込みます。 
なお、登録の申込みにあたっては、同要綱を厳守することを誓約するとともに、 

市税の納付状況等に関する情報を、富山市が調査することに同意します。 

 
 

事業所（者）

及び代表者 

 
 
 

所在地 

〒  - 

事業所情報 

電話  

FAX  

Mail  

H P 

有 ・ 無  

URL
【                    】 

担当者情報 

部署  

氏名  

電話  

FAX  

Mail  

 


